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○養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱 

令和４年７月６日 

告示第92号 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、サイクルツーリズムのための基盤づくりを推進するとともに、養父

市の観光振興を図ることを目的に、民間事業者及び団体等が行うサイクリスト受入れに

係る環境整備又はレンタサイクル事業の整備に対し養父市サイクルツーリズム促進事業

補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) サイクリスト 鉱石の道周遊ルート、やぶの道の駅・温泉周遊コース又は市内の自由

周遊のうち、自転車を利用してサイクリングを行う者をいう。 

(2) サイクルツーリズム サイクリングと観光を組み合わせたものであり、自転車に乗り

ながら、地域の自然や地元の人々、食事や温泉といったあらゆる観光資源を五感で感じ、

楽しむことを目的とした観光事業をいう。 

(3) レンタサイクル レンタル用自転車等を希望者に貸し与えることをいう。 

（補助対象事業者、補助対象経費、補助金の額等） 

第３条 市長は、予算の範囲内において、補助対象事業者が行うサイクリスト受入れに係

る環境整備（以下「サイクリスト受入環境整備」という。）又はレンタサイクル事業に

係る環境整備（以下「レンタサイクル整備」という。）に必要な経費の一部を補助する

ものとする。 

２ 当該補助金の対象となる補助対象事業者、補助対象事業、補助対象経費、補助金額等

は、別表第１に掲げるとおりとする。ただし、算出された補助金の額に千円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 補助金の交付対象外となる事業者、事業及び経費は、別表第２に掲げるとおりとする。 

 （補助事業の期間） 

第４条 補助事業の実施期間は、補助金の交付決定日から当該交付決定日が属する年度の
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２月28日までとする。 

 （補助金交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、当該事業

に着手する前に、補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号）及び別紙収支予算書 

(2) 誓約書（様式第３号） 

(3) 市税の滞納がない証明書 

(4) 補助対象経費の内訳を説明する書類（契約書、見積書等） 

(5) 他の補助事業の交付決定を受けている場合はそのことを証明する書類 

(6) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の申請に当たっては、事前に事業の内容及び経費について市と協議を行うものと

する。 

３ 第１項の申請は、当該年度において別表第１に掲げる１つの補助対象事業につき１事

業者１回を限度とする。 

４ 交付申請者は、補助金の申請に当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額（以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければ

ならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものにつ

いては、この限りでない。 

 （補助金交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、補

助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書（様式第４号）により、交付申請

者に通知するものとする。 

２ 前項の決定には、必要に応じて条件を付すことができる。 

 （補助事業の変更、中止又は廃止） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、交付決定の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書（様式第５号）

を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、補助事業中止（廃止）承認申請書

（様式第６号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で

あって、当該補助事業の目的及び補助金額に変更がないものについては、この限りでな
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い。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、申請事項を承認

すべきものと認めたときは、補助金交付決定変更通知書（様式第７号）又は補助事業中

止（廃止）承認通知書（様式第８号）により、申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを

含む。）は、その日から起算して30日以内又は交付決定日の属する年度の２月28日のい

ずれか早い日までに、補助事業実績報告書（様式第９号）に次の各号に掲げる書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 実績報告書別紙１及び別紙２ 

(2) 事業の成果が確認できる書類（写真等） 

(3) 対象経費の支払が確認できる書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税

額が明らかなときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。 

３ 補助事業者は、実績報告書の提出後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税

等仕入控除税額が確定したときは、消費税等仕入控除税額確定報告書（様式第10号）に

より、速やかに市長に報告しなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、その報告

に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第11号）に

より補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額（第７条第１項の規定により変更された

場合にあっては、同条第２項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。）と同額

であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。 

 （補助金の請求及び交付） 

第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第

12号）を市長に提出することにより、補助金の請求をすることができる。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するものとす
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る。 

 （交付決定の取消し） 

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令、条例及び規則又はこ

れらに基づく市長の処分に違反したとき。 

(3) 事業を承認なく変更し、又は中止したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を補助金交

付決定取消通知書（様式第13号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金

が既に交付されているときは、補助金返還命令通知書（様式第14号）により、期限を定

めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （財産の処分の制限） 

第13条 補助事業者は、補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）を減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第

15号）に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書（様

式第15号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による承認を受けた補助事業者が取得財産等を処分した場合にお

いて、当該収入の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。 

 （状況報告等） 

第14条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して

５年間、次に掲げる事項の毎年度の状況等について、補助事業状況報告書（様式第16号）

に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

(1) サイクリスト又はレンタサイクルの利用状況 

(2) 取得財産等の活用状況 

(3) その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、補助事業者に対し必要があると認めるときは、実地に調査することができる。 

３ 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に
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対して報告を求め、又はその帳簿書類その他の物件に関し説明を求めることができる。 

 （その他） 

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 
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別表第１（第３条関係） 補助金の交付対象となるもの 

補助対象事業者 

市内に施設、店舗、事務所、事業所等を有し、サイクリストの受入環境

整備又はレンタサイクル事業の整備のため、補助対象事業を自らの費用

負担で実施する事業者及び団体等 

補助対象事業 

１ サイクリスト受入環境整備 

サイクルラックの導入、メンテナンスキットの導入、メンテナンスス

ペースの整備 等 

２ レンタサイクル整備 

借用と返却は同一自転車駐車場となるレンタサイクル用自転車の導

入。ただし、導入する自転車の台数は５台以上とする。 

補助対象経費 

１ サイクリスト受入環境整備 

工事費、備品購入費 等 

２ レンタサイクル整備 

備品購入費 

補助率 

１ サイクリスト受入環境整備 

補助対象経費の２分の１以内。ただし、他の補助事業の交付決定を受

けている場合は、補助対象経費の合計額の４分の１以内 

２ レンタサイクル整備 

補助対象経費の２分の１以内。ただし、他の補助事業の交付決定を受

けている場合は、補助対象経費の合計額の４分の１以内 

補助上限額 

１ サイクリスト受入環境整備 

20万円 

２ レンタサイクル整備 

50万円。ただし、導入する自転車の補助上限額は、１台当たり５万円

とする。 

※同一の事業者が複数の補助対象事業を行う場合の上限は、全ての事業

の対象経費を合算して70万円とする。 
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別表第２（第３条関係） 補助金の交付対象外となるもの 

対象外事業者 

１ 養父市暴力団排除条例（平成25年養父市条例第18号）第２条第１号か

ら第３号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者 

２ 市税を滞納している者 

３ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続をしている者

又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立

てをしている者 

４ その他市長が適当でないと認める者 

対象外事業 

１ 公序良俗に反する事業 

２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第

122号）第２条に規定する事業 

３ その他市長が適当でないと認める事業 

対象外経費 

１ 間接経費（消費税その他の租税公課、収入印紙代、通信費、振込手数

料等） 

２ 既存設備等の交換、更新等に係る経費 

３ 備品等設置後の維持費 

４ リース及びレンタルによる備品等設置に係る経費 

５ 従業員のみが使用する場所の整備等に係る経費 

６ 契約から支払までの手続が事業実施期間外に行われた経費 

７ 交付決定前に発注、施工又は導入した備品等に要する経費。ただし、

他の補助事業の交付決定を受けている事業を除く。 

８ 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費 

９ 他の取引と相殺して支払われた経費 

10 中古品の購入経費 

11 過剰とみなされる備品等を導入する経費、一般的な市場価格又は事業

内容に対して著しく高額な経費 

12 不動産の取得、補償及び賃借又は土地の造成に係る経費 

13 その他市長が適当でないと認める経費 
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様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

養父市長      様 

 

住所（法人の場合、本店所在地） 
 

 

氏名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 

 

補助金交付申請書 

 

 養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱第５条第１項の規定により、補助

金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

なお、市が審査に必要な市税等の要件や資産について課税台帳等により確認すること

に同意します。 
 

記 

 

対 象 事 業 区 分 
（該当区分に○） 

１ サイクリスト受入環境整備    ２ レンタサイクル整備 

補助対象経費総額 円 

補助金交付申請額 円 （千円未満切り捨て） 

添 付 書 類 

(1) 事業計画書（様式第２号）及び別紙収支予算書 

(2) 誓約書（様式第３号） 

(3) 市税の滞納がない証明書（任意団体で納税義務を有しない

場合は、代表者個人の証明書） 

(4) 補助対象経費の内訳を説明する書類（契約書、見積書等） 

(5) 他の補助事業の交付決定を受けている場合はそのことを証明

する書類 

(6) その他市長が必要と認める書類 
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様式第２号（第５条関係） 

 

事業計画書 

１ 申請者概要 

名 称  

担当者氏名  

連 絡 先 

（住所）〒 

（TEL） （FAX） 

（E-mail） 

 

２ 事業内容 

事 業 区 分 
（該当区分に○） 

１ サイクリスト受入環境整備    ２ レンタサイクル整備 

実 施 期 間 年  月  日～      年  月  日 

実 施 場 所 

（養父市内の店舗・施設等の名称・住所等を記載） 

 

申請する事業の 

具体的な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他参考となる事項 

 

 

 

（注１）記入欄が足りない場合は、別紙としても構いません。 
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事業計画書別紙 

 

収支予算書 

 

１ 収入 

（単位：円） 

項 目 金 額 内 容 

市 補 助 金   

自 己 資 金   

その他の収入   

合 計   

 

２ 支出 

（単位：円） 

項 目 補助対象金額 積算根拠 

   

   

   

   

   

   

合 計   

（注１）項目（補助対象経費区分）別に記入してください。 

（注２）補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いて記入してください。 
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様式第３号（第５条関係） 

  年  月  日 

 

養父市長    様 

 

住所（法人の場合、本店所在地） 
 

 

氏名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
 

 ○印  

 

 

誓 約 書 

 

 

 養父市サイクルツーリズム促進事業補助金の申請を行うに当たり、下記の事項及び提

出書類の内容について、事実に相違ないことを誓約します。 

 また、後日、誓約した内容に違反する事実が判明した場合には、いかなる措置を受け

ても異存のないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 養父市暴力団排除条例（平成25年養父市条例第18号）第２条第１号から第３号まで

に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者でないこと。 

 

２ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続をしている者又は民事再生

法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 
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様式第４号（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

養父市長         □印    

 

補助金交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった養父市サイクルツーリズム促進事業補助金の交

付について、下記のとおり決定したので、養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交

付要綱第６条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

補助対象経費総額             円 

補助金交付決定額             円 

補 助 の 条 件 

１ 事業内容の変更及び経費内容の変更をする場合は、あ

らかじめ市長の承認を受けること。 

２ 事業を中止又は廃止する場合は、市長の承認を受ける

こと。 

３ 事業を完了したときは、補助事業実績報告書に必要書

類を添えて提出すること。 

４ 補助対象経費の確認に際し、報告を求め、又は実地調査

を行ったときは受け入れること。 

５ 養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱を

遵守すること。 
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様式第５号（第７条関係） 

年  月  日 

養父市長 様 

 

住所（法人の場合、本店所在地） 
 

 

氏名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
 

  

 

 

補助金変更交付申請書 

 

年 月 日付け  第 号で交付決定通知のあった養父市サイクルツーリズ

ム促進事業補助金について、次のとおり交付決定の内容を変更し、補助金の交付を受け

たいので承認願いたく、養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱第７条第１

項の規定により申請します。 

 

記 

 

補助対象経費総額 
（変更前） 

円 

（変更後） 

円 

補助金交付決定額 
（変更前） 

円 

（変更後） 

円 

変更の内容  

添 付 書 類 

(1) 事業計画書（補助事業の目的等、大きな変更の場合） 

(2) 変更内容を説明する書類（見積書等） 

(3) その他市長が必要と認める書類 
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様式第６号（第７条関係） 

年  月  日 

養父市長 様 

 

住所（法人の場合、本店所在地） 
 

 

氏名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
 

  

 

 

補助事業中止（廃止）承認申請書 

 

年 月 日付け  第 号で交付決定通知のあった養父市サイクルツーリズム

促進事業補助金について、次のとおり補助事業を中止（廃止）したいので、承認願いた

く養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱第７条第１項の規定により、下記

のとおり申請します。 

 

記 

 

中止（廃止）の理由  

中 止 予 定 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

廃止予定年月日     年  月  日 

添 付 書 類 市長が必要と認める書類 
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様式第７号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

養父市長         □印    

 

 

補助金交付決定変更通知書 

 

年 月 日付けで変更申請のあった養父市サイクルツーリズム促進事業補助金

の交付については、下記のとおり変更して交付することに決定したので、養父市サイク

ルツーリズム促進事業補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

補助対象経費総額             円 

補助金交付決定額             円 

補 助 の 条 件 

１ 事業を中止又は廃止する場合は、市長の承認を受ける

こと。 

２ 事業を完了したときは、補助事業実績報告書に必要書

類を添えて提出すること。 

３ 補助対象経費の確認に際し、報告を求め、又は実地調査

を行ったときは受け入れること。 

４ 養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱を

遵守すること。 
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様式第８号（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

養父市長         □印    

 

 

補助事業中止（廃止）承認通知書 

 

年 月 日付けで中止（廃止）申請のあった養父市サイクルツーリズム促進事業

補助金については、下記のとおり承認することに決定したので、養父市サイクルツーリ

ズム促進事業補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

年 月 日付けで申請のあった事業は、補助事業中止（廃止）承認申請書に記載の

とおり中止（廃止）する。 
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様式第９号（第８条関係） 

年  月  日 

養父市長 様 

 

住所（法人の場合、本店所在地） 
 

 

氏名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
 

  

 

 

補助事業実績報告書 

 

年 月 日付け  第 号で交付決定通知のあった養父市サイクルツーリズム

促進事業補助金について、下記のとおり事業を実施したので、養父市サイクルツーリズ

ム促進事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により、その実績を報告します。 

 

記 

 

対 象 事 業 区 分 

（該当区分全てに○） 
１ サイクリスト受入環境整備   ２ レンタサイクル整備 

補助対象経費総額 円 

補助金交付申請額 円 （千円未満切り捨て） 

添 付 書 類 

(1) 実績報告書別紙１及び別紙２ 

(2) 事業の成果が確認できる書類（図面、写真等） 

(3) 対象経費の支払いが確認できる書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 
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実績報告書別紙１ 

 

 

１ 事業者概要 

名 称  

担当者氏名  

連 絡 先 

（住所）〒 

（TEL） （FAX） 

（E-mail） 

 

２ 事業内容 

事 業 区 分 
（該当区分に○） 

１ サイクリスト受入環境整備    ２ レンタサイクル整備 

実 施 期 間       年  月  日～      年  月  日 

実 施 場 所 
（養父市内の施設等の名称・住所等を記載） 

 

実施した事業の 

具体的な内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他参考となる 

事項 

 

 

 

 

（注１）記入欄が足りない場合は、別紙としても構いません。 
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実績報告書別紙２ 

収支決算書 

 

１ 収入 

（単位：円） 

項 目 金 額 内 容 

市 補 助 金   

自 己 資 金   

その他の収入   

合 計   

 

２ 支出 

（単位：円） 

項 目 補助対象金額 積算根拠 

   

   

   

   

   

   

合 計   

（注１）項目（補助対象経費区分）別に記入してください。 

（注２）補助対象経費は、消費税及び地方消費税相当額を除いて記入してください。 
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様式第10号（第８条関係） 

年  月  日 

養父市長 様 

 

住所（法人の場合、本店所在地） 
 

 

氏名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
 

  

 

 

消費税等仕入控除税額確定報告書 

 

年 月 日付け  第 号で交付決定通知のあった養父市サイクルツーリズム

促進事業補助金について、消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した

ので、養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱第８条第３項の規定により、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助金額の確定額             円 

２ 補助金の確定時における 
消費税等仕入控除税額 

            円 

３ 消費税等の確定に伴う 
消費税等仕入控除税額 

            円 

４ 補助金返還相当額（３－２）             円 

５ 添 付 書 類 積算の根拠が分かる資料 
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様式第 11号（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

養父市長         □印    

 

 

補助金額確定通知書 

 

年 月 日付け  第 号で交付決定した養父市サイクルツーリズム促進事業

補助金については、下記のとおり補助金額を確定したので、養父市サイクルツーリズム

促進事業補助金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

補 助 金 確 定 額             円 
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様式第12号（第10条関係） 

年  月  日 

養父市長      様 

 

住所（法人の場合、本店所在地） 
 

 

氏名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
 

  

 

 

補助金交付請求書 

 

年 月 日付け  第 号で補助金額の確定を通知された養父市サイクルツー

リズム促進事業補助金について、次のとおり交付願いたく、養父市サイクルツーリズム

促進事業補助金交付要綱第10条第１項の規定により請求します。 

 

記 

 

請 求 額 円 

振 込 先 

金融機関名  支店 

種 別 普 通 ・ 当 座 

口座番号  

ふりがな  

口座名義  
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様式第 13号（第 11条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

養父市長         □印    

 

 

補助金交付決定取消通知書 

 

年 月 日付け  第 号で交付決定した養父市サイクルツーリズム促進事業

補助金については、下記のとおり取り消すことに決定したので、養父市サイクルツーリ

ズム促進事業補助金交付要綱第11条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

 

取り消す補助金額             円 

取 消 し の 理 由  
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様式第 14号（第 12条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

養父市長         □印    

 

 

補助金返還命令通知書 

 

年 月 日付け  第 号で交付決定した養父市サイクルツーリズム促進事業

補助金の交付金額については、養父市サイクルツーリズム促進事業補助金付要綱第12

条の規定により、下記のとおり返還を命じます。 

 

記 

 

 

補助金の返還を命ずる金額             円 

返還の理由  
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様式第15号（第13条関係） 

年  月  日 

養父市長      様 

 

住所（法人の場合、本店所在地） 
 

 

氏名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 

 

 

財産処分承認申請書 

 

年 月 日付け  第 号で補助金額の確定を通知された養父市サイクルツー

リズム促進事業補助金について、当該補助事業により取得等した財産について、処分の

承認を受けたいので、養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱第13条第１項

の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

処分する設備等の名称  

取得価格又は効用の増加価格             円 

処分内容  

処分する理由  

 

※１ 処分する設備等の名称の欄には、処分する財産を具体的に記載すること。例えば、

施設については、所在地、種類、構造及び申請時における具体的な用途を、機器等の

設備については、申請時における具体的な用途を記載すること。 

※２ 処分内容の欄には、処分の種類（売却、賃貸等）、処分の相手方（買主、借主等）、

処分の対価（売却価格、賃貸料等）等を記載すること。 
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様式第 16号（第 14条関係） 

年  月  日 

養父市長      様 

 

住所（法人の場合、本店所在地） 
 

 

氏名（法人の場合は商号又は名称及び代表者） 
 

 

補助事業状況報告書 

 

年 月 日付け  第 号で補助金の額の確定を通知された養父市サイクルツ

ーリズム促進事業補助金について、養父市サイクルツーリズム促進事業補助金交付要綱

第14条第１項の規定により、事業の状況を下記のとおり報告します。 

記 

 

報 告 対 象 期 間 年 月 日から   年 月 日（事業完了後  年目） 

事業効果について 

（事業者での取組内容を記載） 

 

 施設利用したサイクリストの人数   人 

レンタサイクルを利用した人数   人 

取得財産等の活用状況 

（補助対象事業ごとに現況を記載） 

その他報告事項 

（サイクルツーリズム促進における課題等） 

 

※添付書類 取得財産等の写真等 


